
２．３ シミュレーションによる融資可能額の試算

、 。本節では 市街地整備型ＲＭＳにおける融資可能額をシミュレーションにより試算する

図２．３．１で示すように、シミュレーションは「保険スキーム適用タイプ」と「保険ス

キーム非適用タイプ」に分けて行う。さらに「保険スキーム適用タイプ」では 「不動産、

担保型」と「不動産売却型」の２種類に分けて試算を行う。

「保険スキーム適用タイプ」では、保険スキームが適用されることにより、契約期間内

に担保割れが生じた場合には、保険金が支払われることにより契約者の受取額が保証され

る。融資額の設定については、建替え資金等として融資額の率を一定とし、不動産評価額

に応じて融資額が異なるタイプである。

ただし、保険スキームを成立させるには、相当数の契約者数と保険機能を担う主体が必

要となるため、当面において現実性の高い「保険スキーム非適用タイプ」の検討も行うこ

ととする 「保険スキーム非適用タイプ」とは、保険スキームを適用することなく、契約。

者の平均余命年数で自己不動産をすべて使い尽くす（融資限度額＝余命年数分の元利金）

タイプである。すなわち、契約者が所有する不動産評価額と契約時の年齢に応じて融資額

が異なることになる。

２．３．１ 「保険スキーム適用タイプ」によるシミュレーション

（１ 「保険スキーム適用タイプ」におけるシミュレーションの条件設定）

( )融資に関する考え方a
「保険スキーム適用タイプ」では、契約者の不動産額に応じて、融資額が異なる、すな

わち、不動産評価額に対する融資可能額の上限率（融資可能額率）を定める定率制の方法

である。融資の内容としては、建替え等の住宅改善のための支出に融資を行う「住宅改善

資金融資」と、月々の生活資金として融資を行う「生活費融資」の２種類を設定する。融

資可能額率については、表２．３．１のように設定している。

また、図２．３．２の融資可能額の構造に示すように、一時費用とし住宅改善資金をし

て多額の融資を受ければ、その分、残存資産が圧縮され生活資金として受け取れる額が減

少する。

図２．３．１ シミュレーションの構成

・担保割れ保険適用

・不動産評価額に応じ融資額が異なる（定率制）

・担保割れ保険適用なし

・不動産評価額及び契約年数に応じて融資額が異なる

・高齢地権者が所有する不動産を担保として、建替
え費用等の住宅改善資金及び生活資金を融資

・高齢地権者が所有する不動産を買い取り、その代
金を生活資金や従後の家賃として月々支払う

保険スキーム適用タイプ 不動産担保型

不動産売却型保険スキーム非適用タイプ
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( )保険に関する考え方b
保険については、不動産担保型では、契約期間中では契約者の月々の生活資金融資額と

契約期間以降の契約者の利子負担分とを、保険金によりカバーするものである。

他方、不動産売却型では、契約期間中に支払い累積額が買取価格を上回った時点以降の

受取額を保証し、契約期間以上に契約者が長生きした場合の受取額にも、その保証を行う

ものである。

( )シミュレーションの方法c
属性の異なる契約者を一様乱数により５００人発生させ、契約者１人１人の契約期間２

０年間のストーリーを模倣する。それを１０００回繰り返す（属性の異なる契約者５００

人を１０００回発生させる。すなわち５０万人分を発生させる）ことにより、保険金適用

対象額（契約期間中の担保割れ発生以降の融資保証額と契約期間以降の利子相当額）と保

険料総額の収支の平均値を求めている。

その際 「保険金適用対象額≦保険料総額」となるまで、融資可能額等の設定変更を行、

い、何度もコンピューターによる計算を行う。

( )シミュレーションの前提条件d
「保険スキーム適用タイプ」を成立させるためには、各種の政策的支援が行われること

が前提となる。以下、その政策的支援のメニューと内容について整理を行う。

表２．３．１ 融資可能額率の内訳

融資可能額率 
の内訳 内 容 

住宅改善資金 

融資額率 

・住宅改善資金とは、住宅の建替え費用、改修費用、等価交換時の増床取得費用等、住

宅改善のために一時的に必要な多額の支出に対して融資されるものであり、契約初年

度に融資される。 

・住宅改善資金融資額率は、融資限度額（不動産評価額×80％）に対する率としている。

生活費 

融資額率 

・生活費融資額とは、生活資金として月々に融資されるものであり、年金の補完的意味

合いを持つ。契約期間中は契約者が受け取りが保険により保証される額となる。 

・生活費用融資額率とは、融資限度額（不動産評価額×80％）から、住宅改善融資額及

び前払い保険料を控除した残存資産に対する率としている。 

図２．３．２ 融資可能額の構造
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①不動産評価額は一定とする

「保険スキーム適用タイプ」では、担保となる住宅が建替え等によりリニューアル

、 。 、し さらに市街地整備事業により基盤整備が行われることを前提としている さらに

ある契約者の契約期間中に、それらの建替え及び市街地整備が更に積み重ねられるこ

とにより、契約終了時の不動産評価額が、契約当初の不動産評価額（従前評価額）を

下回らないことを前提としている。

ただし、地価については、市街地整備が積み重なったとしても、社会経済状況によ

っても変動することから、契約終了時に不動産評価額が契約当初の不動産評価額を下

回った場合については、ＲＭＳ運用主体がその損失を負うことになる。

②利子負担に対する政策的支援

契約者にとって、より有利な条件で貸付けを行うためには、契約者の利子負担を単

。 、 、 。利負担とすることが望ましい よって 利率については 単利固定による設定を行う

その際、既存の直接融資方式によるリバース・モーゲージ（武蔵野市、中野区）の

ように、地方公共団体の財源から融資を行い、利子については、当初から単利固定と

することが考えられる。

また、間接融資方式のように、融資主体が金融機関の場合では、ＲＭＳ運用主体が

契約者に代わって、利子分について前払い返済を行い、その利子相当額を契約者に無

利子貸し付けを行って、実質的な契約者の単利負担とすることも考えられる。

③融資金原資と保険金原資の調達支援

ＲＭＳ運用主体が契約者に直接融資を行う場合には、融資のための原資を当初から

調達する必要がある。ＲＭ保険機構についても、初動期では契約者に支払いための保

険金原資を調達しておく必要がある。それらの原資については、一定の政策的な手当

てが行われることを前提としている。

以上の前提条件を踏まえ、シミュレーション上の設定値に関する前提条件を表２．３．

２で整理する。また、シミュレーションのフローを図２．３．３に示す。
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表２．３．２ 「保険スキーム適用タイプ」におけるシミュレーションの前提

# 名称 不動産担保型 不動産売却型 

1 契約時年齢 ・7０歳を平均として、標準偏差５で一様乱数を発生さ

せた年齢（ただし、下限は６５歳としている） 同左 

2 保険料 ・前金：融資限度額の 1％ 
・毎年の支払：累積融資残高の 0.25% 

・前金：支払限度

額の５％ 

3 総契約数 ・新規で 500 人が一斉に契約（常時契約者が 500 人いる

ものと仮定） 同左 

4 契約期間 ・20 年 同左 

5 融資/支払の限

度額 

【持地持家（ＡＡＡ）】 
・不動産価格の 80％ 
【借地持家（ＡＢＢ）】 
・普通借地権：借地権価格の 80％ 
・定期借地権：借地権価格の 60％（定期借地権設定期間

を 50 年。契約者の余命を 20 年と設定。残存期間の

30 年（60％）を評価対象とする。） 

・時価価格による

買取金額 

6 従前の土地の

価値 

【ＡＡＡ（持地持家）】 
・平均 1800 万円（平均敷地面積：60 ㎡、平均㎡単価：

30 万円／㎡を想定）とし、その分布を①、②のように

設定 
①標準偏差 180 とし一様乱数を発生させるケース（正

規分布） 
②低額不動産保有者が契約者に多く含まれるケース

（対数正規分布：平均を約 1800 万円となるよう初期

値、標準偏差を設定） 
【ＡＢＢ（借地持家）】 
・借地権割合を６割と想定し、平均 1,100 万円（1800
×0.6） 

（土地価格の分布については、ＡＡＡと同様） 

同左 

7 従後の土地の

価格 
・従前と同じ（建替え及び市街地整備により、土地価格

は維持されると仮定） 同左 

8 契約期間終了

時の建物価値 
・通常はゼロとする（ただし一定価値を見込むケースも

試算） 同左 

9 
契約者死亡後

の残存価値の

帰属 

・相続による返還（ただし、ＲＭＳ運用主体が取得する

ことを想定したケースも試算） 同左 

10 余命 
・契約時年齢の生命表（一般的に長生きする女性の生命

表を使用）の余命を平均とし、標準偏差２で一様乱数

を発生させている。 
同左 

11 金利 ・年 3％（単利固定）を基本とする 
 ― 

12 

ＲＭ保険機構

のオペレーシ

ョンコスト（事

業費） 

・25.0％を標準とする（ただしゼロとするケースも試算） 同左 
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（２ 「保険スキーム適用タイプ」におけるシミュレーション結果）

( )多様な条件設定による試算（不動産担保型、不動産売却型）a
不動産担保型、不動産売却型の両者において、オペレーションコスト（ＲＭ保険機構の

事業費）を ％及び ％とした場合と、オペレーションコストを ％に固定して「契0 25 25
約者死亡時の残存価値の帰属 「建物残存価値の評価額」を変えた場合について、住宅」、

改善資金融資額（不動産担保型の場合 、月々の生活費融資額（不動産売却型の場合）を）

試算した。土地評価額の分布は、正規分布を想定している。

表２．３．３の「結果」に示した融資額（支払い額）とは、不動産担保型では、契約期

間として設定した 年間において住宅改善資金として一括融資が可能な額を示している20
（なお、契約期間 年間以上の長生きをした契約者については、融資は停止となるが、20
月々発生する利子分については、保険が適用されることになる 。不動産売却型について）

は、存命中に支払いが保証される月額（終身保証、主に家賃を想定）を示している。

、 、 、試算の結果から 不動産担保型では 評価額が 万円の土地を担保とした場合では1,800
住宅改善資金としては 万円台の融資金（不動産評価額× ％×約 ％）を、不動900 80 65

、 。産売却型では 同土地を売却することにより月８万円台の受取りが期待できることになる

表２．３．３ 多様なケースにおけるシミュレーション結果

（注１）不動産担保型 契約者の不動産（従後）を担保に、住宅改善費用及び生活資金の融資を行う。融資し
た元金及び利子については、不動産の売却等により元利一括により回収を行う。

（注２）不動産売却型 契約者の不動産をＲＭＳ運用主体が契約当初に（従後評価額で）買い取り、その代金
をもって、主に契約者の従後の家賃との相殺を図る。

（注３）建物残存価値の評価 再調達価格×現価率で考える。
・再調達価格： 万円（延床面積 ㎡、新築建物価格認定基準（東京都 ： 万円 ㎡）664 80 8.3 /）
・現価率： （流通耐用年数と経過年数を加味した現価率表を見ると、築 年の木造住宅では、概0.2 20

ね ～ である）0.1 0.3
・建物残存価値評価額（経過年数 年 ： 万円（ 万円× ）20 130 664 0.2）
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25％ 相続人 ゼロ 約０.４５％ 約７.８万円/月 

25％ ＲＭＳ運用主体 ゼロ 約０.４９％ 約８.４万円/月 

25％ 相続人 １３０万円 約０.４５％ 約８.３万円/月 

不

動

産

売

却

型 
(注２） 

25％ ＲＭＳ運用主体 １３０万円 約０.４９％ 約９.０万円/月 

81



なお、シミュレーション結果として示した率や金額については、シミュレーションによ

、 （ ）り得られる保険収支の金額を一定にすることが困難であるため 保険収支が黒字 極力０

になる目安としての数値を示している。以降で示すシミュレーション結果についても同様

である。

( )住宅改善資金と生活資金の組み合わせ融資の試算（不動産担保型）b
( )では、評価額 万円の土地を担保とし、住宅改善費用として 万円台の融資a 1,800 900

金が一時に得られるとしたが、この他、住宅改善融資額を減らすことで、その分を月々の

融資額として受け取ることも可能である。

表２．３．４および図２．３．４は、土地評価額 万円から 万円までのケー1,400 2,000
スにおいて、融資可能な住宅改善資金融資額と月々の生活資金融資額の関係を示したもの

である。例えば、土地評価額 万円のケースでは、住宅改善資金を受け取らずに、す1,800
べて生活資金融資額として受け取るとすると月々約 万円の融資が 年間保証される4.7 20
ことになる。住宅改善資金として約 万円を一時金として受け取った場合では、月々864
約 万円の融資を 年間継続して受け取ることができる。0.3 20

表２．３．４ 住宅改善資金融資額と生活資金融資額との関係（不動産担保型）

（万円）

不動産評価額⇒ 1,400万円 1,600万円 1,800万円 2,000万円

融資限度額⇒ 1,120万円 1,280万円 1,440万円 1,600万円

住宅改善
資金

融資額率

生活費
融資額率

住宅改善
資金

融資額

生活費
融資額
（月額）

住宅改善
資金

融資額

生活費
融資額
（月額）

住宅改善
資金

融資額

生活費
融資額
（月額）

住宅改善
資金

融資額

生活費
融資額
（月額）

0.0% 0.33% 0 3.7 0 4.2 0 4.7 0 5.2

10.0% 0.31% 112 3.1 128 3.5 144 4.0 160 4.4

20.0% 0.29% 224 2.6 256 2.9 288 3.3 320 3.7

30.0% 0.25% 336 1.9 384 2.2 432 2.5 480 2.8

40.0% 0.21% 448 1.4 512 1.6 576 1.8 640 2.0

50.0% 0.16% 560 0.9 640 1.0 720 1.1 800 1.3

60.0% 0.06% 672 0.3 768 0.3 864 0.3 960 0.4

図２．３．４ 住宅改善資金融資額と生活資金融資額との関係（不動産担保型）
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( )土地評価額の分布形態別の試算（不動産担保型）c
通常の試算では、契約者の不動産評価額については正規分布を想定しているが、ここで

は、不動産評価額の分布について、正規分布、対数正規分布の２種類を想定し、その両者

による試算を行っている（図２．３．５ 。結果としては、正規分布、対数正規分布のい）

ずれにおいても、月々の生活費融資金を受け取らない場合の住宅改善資金融資限度額率は

約 ％となる（表２．３．５ 。64 ）

( )権利関係別の試算（不動産担保型、不動産売却型）d
密集住宅市街地の中には、借地持家居住者も多く存在することが想定されることから、

「 （ ）」 。ここでは従前の権利形態として 借地持家 ＡＢＢ を想定しシミュレーションを行う

図２．３．６は、土地所有権と借地権（普通借地権）の評価額について、シミュレーシ

ョン上の分布形態を示したものである。所有権住宅の土地評価額は約 万円を平均と1,800
して、概ね 万円から 万円の間に分布させている。借地権では、約 万円1,400 2,200 1,100
を平均として、概ね 万円から 万円の間に分布させている。700 1,500

表２．３．５ 土地評価額の分布形態別の融資限度額（不動産担保型）

条  件 結  果 
不動産評価額

の分布（標準

偏差 180） 

契約者の不動産

評価額の平均値 

契約者の不動

産評価額の最

小値（最小値は

概ね共通とな

るよう設定） 

契約者の不動

産評価額の最

大値 

住宅改善資金

融資限度額率 

生活費融資

額（月額）

率 

約 1,400 万円 約 2,200 万円 

正規分布 約 1,800 万円 
【90％信頼区間】 

1,503 万円～2,097 万円 

約６４％ 0％

約 1,400 万円 約 4,000 万円 

対数正規分布 約 1,800 万円 
【90％信頼区間】 

1,465 万円～2,210 万円 

約６４％ 0％

図２．３．５ 不動産評価額の分布（左：対数正規分布で発生、右：正規分布で発生）
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①不動産担保型による試算結果

表２．３．６および図２．３．７は、従後の不動産資産（土地所有権、普通借地権、定

期借地権）を担保として、一時資金としての住宅改善資金及び生活資金を融資した場合の

結果を整理したものである。所有権価格が 万円のケースでは、月額生活資金として1,800
の最大融資額が約 万円、一方、従後が普通借地権の場合では約 万円、定期借地権4.7 2.9
の場合では約 万円となる。2.2

図２．３．６ 所有権と借地権の不動産評価額の分布イメージ
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表２．３．６ 所有形態別住宅改善資金融資額と生活資金融資額との関係（不動産担保型）

 （万円）

1,800 万円 1,100 万円 1,100 万円

1440 万円 880 万円 660 万円

住宅改善資
金融資額率

生活費融資
額率

住宅改善資
金融資額

生活費融資額
（月額）

住宅改善資
金融資額

生活費融資
額（月額）

住宅改善資
金融資額

生活費融資
額（月額）

0.0% 0.33% 0 4.7 0 2.9 0 2.2

10.0% 0.31% 144 4.0 88 2.4 66 1.8

20.0% 0.29% 288 3.3 176 2.0 132 1.5

30.0% 0.25% 432 2.5 264 1.5 198 1.1

40.0% 0.21% 576 1.8 352 1.1 264 0.8

50.0% 0.16% 720 1.1 440 0.7 330 0.5

60.0% 0.06% 864 0.3 528 0.2 396 0.2

※借地権割合は所有権の60％とした。
※1：普通借地権では、借地権評価額（平均1,100万円）の８割を融資限度額としている。
※2：定期借地権では、借地権評価額（平均1,100万円）の６割を融資限度額としている。

普通借地権※1 定期借地権※2

不動産評価額⇒

融資限度額⇒

従後の権利形態⇒ 所有権

図２．３．７ 所有形態別住宅改善資金融資額と生活資金融資額との関係（不動産担保型）
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②不動産売却型による試算結果

不動産売却型のケースでは、ＲＭＳ運用主体が従前の借地権の購入を行い、契約者はそ

の代金により従後の借地権住宅の取得及び地代、借家権住宅の家賃を支払うものである。

従前居住者が居住継続を図る場合には、ＲＭＳ運用主体が借地権者となり、従前居住者が

借家人として居住継続を行う。従前居住者が住み替えを図る場合では、ＲＭＳ運用主体が

借地権者となり、借家として運用を図るものである。

表２．３．７および図２．３．８は、従前の不動産資産（土地所有権、普通借地権）を

売却し、一時資金及び月額支払い額（家賃等）の支払いを行った場合の結果を整理したも

のである。

表２．３．７ 一時支払額と月額支払額との関係（不動産売却型）

※１：一時費用支払い率は、一時費用として支払う金額の、不動産評価額（時価価格）に対する率
※ ：月額支払い率は、不動産評価額（時価価格）から、一時費用支払い額及び前払い保険料を控除2

した残存資産を原資として、月々の生活資金として支払う金額の残存資産に対する率

 （万円）

900 万円 1,000 万円 1,100 万円 1,200 万円

一時費用支

払い率※1

月額支払い

率※2
一時金支
払い額

月額支払
い額

一時金支
払い額

月額支払
い額

一時金支
払い額

月額支払
い額

一時金支
払い額

月額支払
い額

0.0% 0.45% 0 3.9 0 4.3 0 4.7 0 5.2

10.0% 0.46% 90 3.5 100 3.9 110 4.3 120 4.7

20.0% 0.47% 180 3.2 200 3.5 220 3.9 240 4.2

30.0% 0.48% 270 2.8 300 3.1 330 3.4 360 3.7

40.0% 0.49% 360 2.4 400 2.7 440 3.0 480 3.2

50.0% 0.50% 450 2.0 500 2.3 550 2.5 600 2.7

60.0% 0.52% 540 1.6 600 1.8 660 2.0 720 2.2

1,400 万円 1,600 万円 1,800 万円 2,000 万円

一時金支
払い額

月額支払
い額

一時金支
払い額

月額支払
い額

一時金支
払い額

月額支払
い額

一時金支
払い額

月額支払
い額

0 6.0 0 6.9 0 7.8 0 8.6

140 5.5 160 6.3 180 7.0 200 7.8

280 4.9 320 5.6 360 6.3 400 7.1

420 4.4 480 5.0 540 5.6 600 6.2

560 3.8 640 4.3 720 4.9 800 5.4

700 3.2 800 3.6 900 4.1 1,000 4.5

840 2.5 960 2.9 1,080 3.3 1,200 3.6

不動産評価額⇒

図２．３．８ 一時支払額と月額支払額との関係（不動産売却型）
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２．３．２ 「保険スキーム非適用タイプ」によるシミュレーション

２．３．１でシミュレーションを行った「保険スキーム適用タイプ」の市街地整備型Ｒ

、 、ＭＳでは 契約者の長生きリスクを保険スキームによってカバーすることを想定しており

中長期的な視野に立ち、将来的に一定規模の契約者数を確保することを前提としている。

また、ＲＭＳ運用主体、ＲＭ保険機構等のシステムの骨格を成す主体、役割分担、諸費用

の負担等については、引き続き今後の検討課題である。

従って、契約者数が限られる現時点で適用可能な市街地整備型ＲＭＳとしては、地方公

共団体等の公的機関が主体となり、公的主体がある程度担保割れリスクを負うものの、公

的な面整備の促進に効果がある防災街区整備事業等の公共性の高い事業について、個々の

ケースでＲＭの適用を行っていくことが現実的である。

そこで、等価交換方式の共同建替え事業において事業推進の隘路となっている零細な従

前権利者対策として、保険スキームの適用なしにＲＭを適用するモデルを想定し、従前資

産額と契約者年齢に応じた融資可能額を試算することによって、ＲＭの活用が効果的であ

ると考えられる権利者層の絞り込みを行う。

（１ 「保険スキーム非適用タイプ」の基本概念）

密集市街地内で実施される等価交換方式の共同建替え事業において、従後に必要な住宅

床面積を取得するには従前権利だけでは資金が不足し、かつ手持ち資金はなるべく生活資

金に残しておきたいとする零細高齢権利者を対象に、不足資金について従後の（増し床後

の）住宅資産を担保としてＲＭ融資を行う（図２．３．９ 。従前住宅の権利形態につい）

ては持地・持家と借地・持家の２通り、従後住宅の権利形態については、所有権住宅（共

） （ ）同住宅の床＋土地共有持ち分 と定期借地権付き住宅 共同住宅の床＋定期借地権持ち分

の２通りを考える（図２．３．１０ 。）

契約期間は契約者の年齢に応じた平均余命期間とし、契約期間終了時または契約者死亡

時に、契約者又は相続人が担保となった住宅の処分等により借入金を一括返済する。契約

期間終了後も、契約者又は相続人が借入金全額を現金で返済し引き続き住宅を所有する、

あるいは家賃を支払うことにより、継続居住する選択肢も可能とする。

図２．３．９ リバース・モーゲージを活用した「権利変換＋増し床」の考え方

等価交換等価交換

従前土地権利従前土地権利
必要床面積

（＋土地共有持ち分）

必要床面積
（＋土地共有持ち分）

権利床面積権利床面積 不足床面積不足床面積

増し床増し床

増し床
負担金
融資

増し床
負担金
融資

担保担保

契約終了後

処分により

一括返済

契約終了後

処分により

一括返済
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（２ 「保険スキーム非適用タイプ」におけるシミュレーションの条件設定）

本シミュレーションでは、契約者の従前権利価格別、および契約者の年齢別に、当初の

一時金としての融資可能額を試算し、融資可能額により住宅取得不足金（従後住宅取得額

－従前権利価格）を補えるかどうかのチェックを行う。次のような前提条件を設定した。

①従前資産 ・土地の所有権価格又は借地権価格（所有権価格の ％）60
・土地の単価は 万円／㎡と 万円／㎡の２ケース40 30

②事業条件 ・従後容積率は ％とする200
・事業費単価は 万円／㎡とする（共同化補助金 ％見込み後）20 20

③従後資産 ・事業による地価の増進を考えないとともに、将来の市街地整備の進行

により地価の下落もないものと想定する

・必要床面積は ㎡（２人世帯の都市居住型誘導居住水準）とする55
・定期借地権付き住宅（定期借地期間 年）の価格は、同面積の所有50

権住宅価格の ％とする60
④担保評価額 【所有権住宅型】

・契約期間（平均余命）終了時点における減価償却（※）を考慮した建

物価格＋土地の共有持ち分価格

※経済的耐用年数 年で残存価格 ％の定額法による減価償却40 10
【定期借地権付き住宅型】

・定期借地期間を 年として契約期間（平均余命）年数を引いた年数50
0.17 43.8分を賃貸運用した場合の純収益 月額賃料 万円／㎡ 経費率（ 、

％、割引率５％とした、ＤＣＦ法による収益還元計算による）

⑤融資限度額 ・担保評価額の ％を、利息支払い分（単利で年３％）を考慮し割り80
戻した額とする（例えば、契約期間 年の場合、融資限度額＝担保20
評価額× ÷( ＋ × )となる）0.8 1 0.03 20

⑥建物管理費 ・共同住宅への入居による新たな経費負担増（管理費、修繕積立金等）

は自己負担とする（融資可能額に余裕があればＲＭにより融資するこ

とも考えられる）

図２．３．１０ 「保険スキーム非適用タイプ」における権利変換の考え方

（従前権利） （従後権利）

土地所有権

借地権

＜所有権住宅＞
共同住宅の床＋土地共有持ち分

＜定期借地権付き住宅＞
共同住宅の床＋定期借地権持ち分

「権利変換＋増し床」
又は近接地への住み替え

※不足資金について従後の住宅資産を担保としてＲＭ融資を受ける。
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（３）試算結果の概要

試算結果の概要を表２．３．８～表２．３．１１、図２．３．１１～図２．３．１４に

示す。ここでは、契約期間中の建物管理費等は契約者が自己負担するケースのみ示す。

①所有権住宅・地価 万円／㎡の場合40
55 2,200 65取得する床面積 ㎡の所有権住宅の評価額は 万円である 例えば 契約時年齢。 、

歳の場合、床面積 ㎡の所有権住宅を担保にＲＭによって受けられる融資額は 万円55 787
1,413 35.3である。従って、従前資産の評価額が 万円（敷地面積に換算して、持地の場合

58.9 55㎡ 借地の場合 ㎡ 以上であれば ＲＭを利用して自己資金の持ち出しなく床面積、 ） 、

㎡の所有権住宅を取得することが可能である。

従前資産の評価額が 万円（敷地面積に換算して、持地の場合 ㎡、借地の場2,200 55.0
合 ㎡）以上であれば、ＲＭ融資を受けたり自己資金の持ち出しをすることなく等価91.7
交換のみで床面積 ㎡の所有権住宅（ 万円）が確保可能となる。55 2,200

従前資産の評価額が 万円未満の場合は、従後床面積 ㎡の確保のためには自己1,413 55
資金を持ち出すか、あるいは従後床面積を ㎡よりも引き下げる必要がある。55

表２．３．８ ＲＭ融資で従後床面積 ㎡の確保に必要な従前資産55
（従後所有権住宅、地価 万円 ㎡のケース）40 /

従前敷地面積
（持地） （借地） （持地） （借地）

60歳 1,520万円 38.0㎡ 63.3㎡ 680万円 
65歳 1,413万円 35.3㎡ 58.9㎡ 787万円 
70歳 1,294万円 32.4㎡ 53.9㎡ 906万円 
75歳 1,163万円 29.1㎡ 48.4㎡ 1,037万円 
80歳 1,024万円 25.6㎡ 42.7㎡ 1,176万円 
85歳 890万円 22.2㎡ 37.1㎡ 1,310万円 
90歳 771万円 19.3㎡ 32.1㎡ 1,429万円 

2,200万円 55.0㎡ 91.7㎡ 

契約時年齢

ＲＭ融資により増し床負担金を捻出し、55㎡
の床面積を確保するのに必要な従前資産 ＲＭ融資額

(増し床分)

従後評価額
※床面積55㎡
の所有権住宅

の評価額

ＲＭ融資を受けることなく、
55㎡の床面積を確保する
のに必要な従前敷地面積

従前評価額

図２．３．１１ 市街地整備型ＲＭＳ（保険スキーム非適用タイプ）利用対象層の抽出
（従後所有権住宅、地価 万円 ㎡のケース）40 /
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②所有権住宅・地価 万円／㎡の場合30
取得する床面積 ㎡の所有権住宅の評価額は 万円である。契約時年齢 歳の場55 1,925 65

合、これを担保にリバース・モーゲージによって受けられる融資額は 万円であるこ655
とから、従前資産の評価額が 万円（敷地面積に換算すると、持地の場合 ㎡、1,270 42.3
借地の場合 ㎡）以上であれば、リバース・モーゲージを利用して床面積 ㎡の所有70.5 55
権住宅を取得することが可能である。

リバース・モーゲージ融資を受けたり自己資金の持ち出しをすることなく、等価交換で

床面積 ㎡の所有権住宅（ 万円）を確保するのに必要な従前資産は敷地面積に換55 1,925
算すると、持地の場合 ㎡、借地の場合 ㎡以上である。64.2 106.9

表２．３．９ ＲＭ融資で従後床面積 ㎡の確保に必要な従前資産55
（従後所有権住宅、地価 万円 ㎡のケース）30 /

 
従前敷地面積

（持地） （借地） （持地） （借地）
60歳 1,367万円 45.6㎡ 75.9㎡ 558万円 
65歳 1,270万円 42.3㎡ 70.5㎡ 655万円 
70歳 1,162万円 38.7㎡ 64.5㎡ 763万円 
75歳 1,042万円 34.7㎡ 57.9㎡ 883万円 
80歳 916万円 30.5㎡ 50.9㎡ 1,009万円 
85歳 794万円 26.5㎡ 44.1㎡ 1,131万円 
90歳 686万円 22.9㎡ 38.1㎡ 1,239万円 

1,925万円 64.2㎡ 106.9㎡ 

ＲＭ融資を受けることなく、
55㎡の床面積を確保する
のに必要な従前敷地面積

従前評価額

ＲＭ融資により増し床負担金を捻出し、55㎡
の床面積を確保するのに必要な従前資産

契約時年齢
ＲＭ融資額
(増し床分)

従後評価額
※床面積55㎡
の所有権住宅

の評価額

図２．３．１２ 市街地整備型ＲＭＳ（保険スキーム非適用タイプ）利用対象層の抽出
（従後所有権住宅、地価 万円 ㎡のケース）30 /
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③定期借地権付き住宅・地価 万円／㎡の場合40
取得する床面積 ㎡の定期借地権付き住宅の評価額は 万円である。契約時年齢55 1,320
歳の場合、これを担保にリバース・モーゲージによって受けられる融資額は 万円65 446

874 21.8であることから 従前資産の評価額が 万円 敷地面積に換算すると 持地の場合、 （ 、

㎡、借地の場合 ㎡）以上であれば、リバース・モーゲージを利用して床面積 ㎡の36.4 55
定期借地権付き住宅を取得することが可能である。

リバース・モーゲージ融資を受けたり自己資金の持ち出しをすることなく、等価交換で

床面積 ㎡の定期借地権付き住宅（ 万円）を確保するのに必要な従前資産は、敷55 1,320
地面積に換算すると、持地の場合 ㎡、借地の場合 ㎡以上である。33.0 55.0

表２．３．１０ ＲＭ融資で従後床面積 ㎡の確保に必要な従前資産55
（従後定期借地権付き住宅、地価 万円 ㎡のケース）40 /

 
従前敷地面積

（持地） （借地） （持地） （借地）
60歳 942万円 23.5㎡ 39.2㎡ 378万円 
65歳 874万円 21.8㎡ 36.4㎡ 446万円 
70歳 806万円 20.1㎡ 33.6㎡ 514万円 
75歳 736万円 18.4㎡ 30.7㎡ 584万円 
80歳 666万円 16.7㎡ 27.8㎡ 654万円 
85歳 602万円 15.1㎡ 25.1㎡ 718万円 
90歳 548万円 13.7㎡ 22.8㎡ 772万円 

1,320万円 33.0㎡ 55.0㎡ 

ＲＭ融資を受けることなく、
55㎡の床面積を確保する
のに必要な従前敷地面積

従前評価額
契約時年齢

ＲＭ融資により増し床負担金を捻出し、55㎡
の床面積を確保するのに必要な従前資産 ＲＭ融資額

(増し床分)

従後評価額
※床面積55㎡
の定期借地権
住宅の評価額

図２．３．１３ 市街地整備型ＲＭＳ（保険スキーム非適用タイプ）利用対象層の抽出
（従後定期借地権付き住宅、地価 万円 ㎡のケース）40 /
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④定期借地権付き住宅・地価 万円／㎡の場合30
取得する床面積 ㎡の定期借地権付き住宅の評価額は 万円である。契約時年齢55 1,155
歳の場合、これを担保にリバース・モーゲージによって受けられる融資額は 万円65 483

672 22.4であることから 従前資産の評価額が 万円 敷地面積に換算すると 持地の場合、 （ 、

㎡、借地の場合 ㎡）以上であれば、リバース・モーゲージを利用して床面積 ㎡の37.3 55
定期借地権付き住宅を取得することが可能である。

リバース・モーゲージ融資を受けたり自己資金の持ち出しをすることなく、等価交換で

床面積 ㎡の定期借地権付き住宅（ 万円）を確保するのに必要な従前資産は、敷55 1,155
地面積に換算すると、持地の場合 ㎡、借地の場合 ㎡以上である。38.5 64.2

表２．３．１１ ＲＭ融資で従後床面積 ㎡の確保に必要な従前資産55
（従後定期借地権付き住宅、地価 万円 ㎡のケース）30 /

 
従前敷地面積

（持地） （借地） （持地） （借地）
60歳 745万円 24.8㎡ 41.4㎡ 410万円 
65歳 672万円 22.4㎡ 37.3㎡ 483万円 
70歳 598万円 19.9㎡ 33.2㎡ 557万円 
75歳 522万円 17.4㎡ 29.0㎡ 633万円 
80歳 447万円 14.9㎡ 24.9㎡ 708万円 
85歳 378万円 12.6㎡ 21.0㎡ 777万円 
90歳 319万円 10.6㎡ 17.7㎡ 836万円 

1,155万円 38.5㎡ 64.2㎡ 

ＲＭ融資を受けることなく、
55㎡の床面積を確保する
のに必要な従前敷地面積

従前評価額
契約時年齢

ＲＭ融資により増し床負担金を捻出し、55㎡
の床面積を確保するのに必要な従前資産 ＲＭ融資額

(増し床分)

従後評価額
※床面積55㎡
の定期借地権
住宅の評価額

図２．３．１４ 市街地整備型ＲＭＳ（保険スキーム非適用タイプ）利用対象層の抽出
（従後定期借地権付き住宅、地価 万円 ㎡のケース）30 /
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（４）試算結果の整理

55従後住宅の所有形態と地価の組み合わせによる４ケースの試算結果から 従後床面積、

㎡の確保に不足する資金をＲＭ融資によって捻出可能な従前資産の範囲（すなわち市街地

整備型ＲＭＳ（保険スキーム非適用タイプ）の利用対象層）を示したものが図２．３．１

． ． 。 ． ． 、５～図２ ３ １７である 図２ ３ １５は従前の土地評価額による範囲を示しており

図２．３．１６、図２．３．１７は、それを従前の土地評価額を敷地面積（持地、借地）

に換算したものである。

65 1,300 1,400 40 60例えば契約時年齢が 歳の場合、 ～ 万円程度（持地で約 ㎡、借地で

～ ㎡程度）の不動産資産であっても、ＲＭの利用により、住み慣れた土地に立ち防災70
安全性の高い ～ 万円程度の床面積 ㎡の所有権マンションに概ね終身居住2,000 2,200 55
し続けることができる。また、 ～ 万円程度（持地で約 ㎡、借地で約 ㎡）の700 900 20 40
不動産資産であっても、 ～ 万円程度の床面積 ㎡の定期借地権付きマンショ1,200 1,300 55
ンに概ね終身居住し続けることができる。

図２．３．１７ 市街地整備型ＲＭＳ（保険スキーム非適用タイプ）の
適用が見込まれる従前敷地面積（借地）の範囲
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図２．３．１５ 市街地整備型ＲＭＳ（保険スキーム非適用タイプ）の
適用が見込まれる従前土地評価額の範囲
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図２．３．１６ 市街地整備型ＲＭＳ（保険スキーム非適用タイプ）の
適用が見込まれる従前敷地面積（持地）の範囲
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